
（別紙） 
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い 

  
第一 許可関係事務の取扱い 
一 建設業の許可申請の取扱い 
（１）許可手続を行う時期 
分割会社（会社分割（以下「分割」という。）をする会社をいう。以下同じ。）

が分割以前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然承継さ

れるものではなく、 
①吸収分割においては、承継会社（吸収分割によって建設業を承継する会社を

いう。以下同じ。）が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業

種について、 
②新設分割においては、新設会社（新設分割よって設立される会社をいう。以

下同じ。）は、許可を受けようとする全ての業種について、 
それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。 
また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種につ

いて、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。 
これらの分割に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る

建設業の新会社（分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下同

じ。）への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。 
①吸収分割の場合 
承継会社の実態が分割をなすべき時期（以下「分割期日」という。）以後これらの許可の

要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、分割会社に係

る同種の許可の取消し前においても承継会社に許可をすることができるものであり、分

割会社から承継会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという

観点から、可及的速やかに処理すること。 
 なお、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて一件として許可（いわ

ゆる一本化）することができることに留意すること。 
②新設分割の場合 
 新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立され

るのは分割登記時であるので、分割登記後に新設会社に必要な許可申請を行

わせ、可及的速やかに処理すること。 
（２）手続における配慮 
（１）のとおり許可手続を円滑に進めるため、次の事項に留意する。 
①事前打合わせの実施 
 審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場

合には、なるべく早く申し出、関係書類を整え、事前打合せを行うよう、建

設業者（許可申請をすることとなる者を含む。）を指導すること。 
②条件の付加等 
 吸収分割の場合であって、分割登記前において分割の法的効果が完結してい

ない状態で許可をすることにより、事後に不測の事態が生じる可能性がある



と認められるときは、許可の条件として分割手続の進捗について報告させる

等、個々具体の事例に即し、必要がある場合においては、申請者に不当な義

務を課するものとならない範囲内において、許可に条件を付すること。また、

分割登記前に手続を行う場合においては、分割期日から分割登記までに要す

る期間を必要最小限のものとするよう、併せて建設業者を指導すること。 
（３）その他の留意事項 
分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が

必要であり、（１）に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法

（平成５年法律第８８号）第６条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて

短縮する趣旨ではない。 
二 分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い 
分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについ

ては、一般的には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる（公

共工事については公共工事標準請負契約約款第５条参照）ので、当該工事の取

扱いについては、分割前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導す

ること。 
なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合にお

いて、承継会社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の

法第２９条の３第１項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支え

なく、この場合、承継会社又は新設会社は、二（１）に掲げる許可を受けるま

での間は、同項の規定により工事を施工することとなる。 
  
  
  
第二 経営事項審査関係事務の取扱い 
一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日 
（１）建設会社の分割という組織形態の変更に応じて、新会社の経営事項審査

は、可及的速やかに新会社の実態に即した客観的事項の評価とすることを

可能とするため、分割後最初の営業年度終了の日を待たず、新会社の経営

事項審査を行うことができるものとする。 
（２）この場合、審査基準日は、次によるものとする。 
①吸収分割については、分割契約書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日

において新会社としての実態を備えると認められる場合には分割期日、その

他の場合には分割登記の日 
②新設分割については、新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は

分割計画書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日において新会社として

の実態を備えると認められる場合には分割期日、その他の場合には分割登記

の日 
（３）その他以下の事項に留意すること 
①（２）の審査基準日に係る経営事項審査（以下｢分割時経審｣という。）を承継

会社又は新設会社が申請する場合、分割会社は、分割を行った後の新たな経

営実態に即した分割時経審を、承継会社又は新設会社と同時に申請しなけれ



ばならないこと。 
②分割会社又は承継会社（以下｢分割会社等｣という。）が営業年度終了の日で分

割直前のものを審査基準日とする経営事項審査（以下｢分割直前経審｣という。）

を既に受けている場合に、分割時経審を分割会社等に義務付けるものではな

いこと。したがって、分割会社等が分割直前経審を受けているときは、分割

時経審を受けていない場合でも法第２７条の２３第１項違反にはならず、分

割後最初の営業年度終了日以降の経営事項審査において、分割後の新たな経

営実態に即した評価がなされるまでの間は、分割直前経審が有効であること。 
③分割会社等は、分割前に法第２７条の２３第１項違反とならない限り、分割

直前経審を受けずに、分割時経審のみを受ければ足りるものであること。ま

た、分割会社等が分割後に経営事項審査を受けようとする場合には、分割直

前経審ではなく、分割時経審を受けるよう指導すること。 
④建設業の種類毎に時点の異なる評価が並存することは望ましくないことから、

分割後に分割会社等から分割時経審の申請がある場合には、公共事業を請け

負う可能性のあるすべての業種につき審査を受けるものとし、特定の業種を

選択して審査を受けることのないよう指導すること。 
⑤分割会社等が分割直前経審及び分割時経審の両方を受けた場合においては、

分割時経審の通知に併せて分割直前経審に係る通知を撤回するには及ばない

ものであるが、再審査の場合（建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１

４号）第２１条）にならい、既に法第２７条の２７第３項の規定により分割

直前経審の結果を通知した発注者に対しては分割時経審の結果を通知すると

ともに、以後同項の規定により発注者の請求があった場合には分割時経審の

結果を通知すること。 
⑥分割会社の主たる営業所が設けられた都道府県の区域以外の区域内に承継会

社又は新設会社の主たる営業所が設けられる場合の当該承継会社又は新設会

社に係る経営事項審査の各審査項目の審査方法については、二による算定は

行わない。ただし、分割をした建設業の種類に係る建設業の全部が承継会社

又は新設会社に承継される場合は、この限りでない。 
二 審査方法の細目 
（１）吸収分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、

｢建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について｣（平成

１０年１２月２４日建設省経建発第３５０号。以下「譲渡経審通知」とい

う。）第二、二における譲渡時経審の各審査項目の審査方法の取扱いに準拠

して算定する。ただし、一（２）による審査基準日からさかのぼって６月

以内に新たに建設業者となった承継会社（以下「新規承継会社」という。）

の分割時経審の以下の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるとこ

ろによるものとする。 
①労働福祉の状況 
イ労働福祉の状況に係る項目のうち賃金不払の件数については、一（２）によ

る審査基準日の直前１年における分割会社の分割前の不払件数のうち、分割

会社及び新設会社のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの件数と

する。 



ロ労働福祉の状況に係る項目のうち賃金不払以外の項目については、次に定め

るところによるものとする。 
（ⅰ）労働福祉の状況に関する加入又は導入の諸手続が一（２）による審査基

準日までに完了している場合は、当該労働福祉の状況とする。 

（ⅱ）労働福祉の状況に関する諸手続を申請前に着手している場合は、分割会

社の分割前の労働福祉の状況（分割会社が複数ある場合は、その全ての分

割後の労働福祉の状況が同等である場合に限る。）とする。この取扱いに当

たっては、信頼性を担保するため、分割時経審を申請した日から３月以内

に、労働福祉の状況に関する諸手続が完了していることを証する書類の提

出を要することに留意すること。 
②営業年数 
  営業年数については、分割会社の分割前の営業年数（分割会社が複数ある場

合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値）

とする。 
（２）新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、

次に定めるところによるものとする。 
①年間平均完成工事高 
 分割会社及び新設会社のそれぞれの年間平均完成工事高については、一（２）

による審査基準日の翌日の直前２年又は直前３年での分割会社の分割前の完

成工事高のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割後の営業に相当す

るものに係るそれぞれの完成工事高をもって審査するものとする。ただし、

額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められ

るときは、分割会社及び新設会社が経営事項審査を申請しようとする日の属

する営業年度の開始の日の直前２年又は直前３年の各営業年度における分割

会社の分割前の完成工事高のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割

後の営業に相当するものに係るそれぞれの完成工事高をもって申請させ､こ

れらを審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて一（２）による

審査基準日の翌日の直前２年又は直前３年の分割会社の分割前の完成工事高

のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割後の営業に相当するものに

係るそれぞれの完成工事高をもって分割時経審を申請することはできないも

のとする。 
②建設業従事職員数､技術職員数 
 分割会社及び新設会社のそれぞれの建設業従事職員数及び技術職員数につい

ては、次に掲げる方法により審査することとする。この場合におけるそれぞ

れの前期の数値については､建設業従事職員数及び技術職員数の算出に当た

って２期平均により算出する場合に用いられることとなる。 
（当期の人数） 

一 （２）による審査基準日におけるそれぞれの状況に基づき申請させ、これら

により審査する。 
（前期の人数） 
 分割会社の直前の営業年度終了の日における分割前の建設業従事職員数及び

技術職員数のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの営業に相当す



るものに係るそれぞれの人数に基づき申請させ、これらにより審査する。 
③自己資本額及び経営状況 
 分割会社及び新設会社のそれぞれの自己資本額及び経営状況の各項目につい

ては、次に掲げる方法により審査することとする。この場合におけるそれぞ

れの前期の数値については、原則として自己資本の算出に当たって２期平均

より算出する場合及び経営状況の項目のうち２期平均の数値を算出する場合

に用いられることとなる。 
（当期の数値） 
 分割会社については、一（２）による審査基準日における財務諸表を作成さ

せ、これにより審査する。 
  新設会社については、自己資本額は設立時の開始貸借対照表の自己資本額に

より、経営状況は分割会社の一（２）による審査基準日の直前１年における

分割前の財務内容のうち新設会社の分割後の営業に相当するものに係る財務

諸表を作成させ、これらによりそれぞれ審査する。 
（前期の数値） 
  分割会社の分割直前の営業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社

及び新設会社の分割後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財

務諸表を作成させ、これらにより審査する。 
  ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと

認められるときは、次に掲げる方法により審査して差し支えないものとし、

この場合、改めて一（２）による審査基準日における財務諸表をもって分割

時経審を申請することはできないものとする。 
（当期の数値） 
  分割会社の分割直前の営業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社

及び新設会社の分割後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財

務諸表を作成させ、これらにより審査する。 
（前期の数値） 
  分割会社の基準決算（分割直前の営業年度終了の日における決算をいう。以

下同じ。）の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社に

それぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これ

らにより審査する。 
 また、これらの取扱いに当たっては、信頼性を担保するため、一（２）によ

る審査基準日におけるそれぞれの財務諸表、分割会社の分割直前の営業年度

終了の日における分割会社及び新設会社への財務諸表の科目等の分割又は分

割会社の基準決算の前期の決算日における分割会社及び新設会社への財務諸

表の科目等の分割は、原則として公認会計士又は税理士による内容が適正で

ある旨の証明があるものに限るものとする。 
④労働福祉の状況 
イ労働福祉の状況に係る項目のうち分割会社及び新設会社のそれぞれの賃金不

払の件数については、一（２）による審査基準日の直前１年における分割会

社での分割前の不払件数のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの営業に

相当するものに係るそれぞれの件数とする。 



ロ賃金不払以外の労働福祉の状況に係る項目については、次のとおりとする。 
（ⅰ）分割会社については、分割会社の分割前の労働福祉の状況とする。 
（ⅱ）新設会社については、労働福祉の状況に関する加入又は導入の諸手続を

分割時経審の申請前に着手している場合に限り、分割会社の分割前の労働

福祉の状況とする。この取扱いに当たっては、信頼性を担保するため、分

割時経審を申請した日から３月以内に、労働福祉の状況に関する諸手続が

完了していることを証する書類の提出を要することに留意すること。 
⑤営業年数 
分割会社については、分割会社の分割前の営業年数とする。 
新設会社については、分割会社の分割前の営業年数（分割会社が複数ある場

合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値）

とする。 
⑥工事の安全成績 
  分割会社及び新設会社のそれぞれの死亡者及び負傷者の数については、一（２）

による審査基準日の属する年の前年及び前々年における分割会社の分割前の

死亡者及び負傷者の数のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの

営業に相当するものに係るそれぞれの数とする。 
⑦上記項目以外の項目については、一（２）による審査基準日における状況に

基づき申請させ、これを審査するものとする。 

（３）分割後最初の営業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、

次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。 
①年間平均完成工事高 
  審査基準日から起算して２年以内（年間平均完成工事高の算定に当たって３

年平均を用いる場合は、審査基準日から起算して３年以内）に吸収分割又は

新設分割した場合は、「経営事項審査の事務取扱いについて」（平成１０年６

月１８日建設省経建発第１９２号）記Ⅰ１（１）リの取扱いに準拠して、算

出する。 
②建設業従事職員数、技術職員数 
  分割後最初の営業年度終了の日を審査基準日とする経営事項審査（以下｢分割

後経審｣という。）を受けるに当たって、建設業従事職員数及び技術職員数を

２期平均により算出する場合は、次に掲げる方法とする。 
（当期の人数） 

  分割後最初の営業年度終了の日における状況に基づき申請させ､これにより

審査する。 
（前期の人数） 

一 （２）による審査基準日における状況に基づき申請させ、これにより審査す

る。 
③自己資本額及び経営状況 
  分割後経審を受けるに当たって、自己資本を２期平均により算出する場合及

び経営状況の項目のうち２期平均の数値を算出する場合は､次に掲げる方法

とする。 
（当期の数値） 



分割後最初の営業年度終了の日における財務諸表をもって審査する。 
（前期の数値） 

  一（２）による審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査す

る。 
④営業年数 
 承継会社の営業年数については、譲渡経審通知第二、二における譲渡時経審

の審査方法の取扱いに準拠して算定する。ただし、新規承継会社の営業年数

については、分割会社の分割前の営業年数（分割会社が複数ある場合につい

ては、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た値）に新規

承継会社の営業年数を加えたものとする。 
  新設会社の営業年数については、分割会社の分割前の営業年数（分割会社が

複数ある場合については、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均に

より得た値）に新設会社の営業年数を加えたものとする。 
三 経営事項審査申請書の記載方法 
 分割時経審及び分割後最初の営業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審

査の申請については、建設業法施行規則様式第２５号の６の経営事項審査申請

書様式中｢備考（組織変更等）｣欄に、分割登記の日及び分割期日、吸収分割又

は新設分割の別並びに分割会社、承継会社又は新設会社の別を記載するよう指

導すること。なお、分割登記前に分割会社等が申請する分割時経審においては、

分割登記の日は｢未了｣と記載すること。 
四  経営事項審査結果通知書の取扱い 
  分割時経審及び分割後最初の営業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審

査の申請については、発注者に対して分割に伴う特例的取扱いによる経営事項

審査であること等を明らかにするため、｢経営事項審査の事務取扱いについて｣

（平成１０年６月１８日建設省経建発第１９２号）の様式第２号の｢行政庁記入

欄｣の下に、分割登記の日及び分割期日、吸収分割又は新設分割の別並びに分割

会社、承継会社又は新設会社の別を記載するよう指導すること。なお、分割登

記前に分割会社等が申請する分割時経審においては、分割登記の日は｢未了｣と

記載すること。 


